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独立行政法人農業生物資源研究所共同研究実施規程

１３農生研第５７号

平成１３年４月１日

（目的）

第１条 この規程は、次に掲げる独立行政法人農業生物資源研究所（以下「研究所」

という。)が独立行政法人農業生物資源研究所業務方法書（以下「業務方法書」と

いう。)第１０条の規定により行う研究所以外の者と共同して行う研究（以下「共

同研究」という。)についてその方針を定め、もって業務の適正な運営に資するこ

とを目的とする。

(共同研究契約)

第２条 独立行政法人農業生物資源研究所理事長（以下「理事長」という ）は、研。

究所以外の者と共同研究を行わせることが必要であり、かつ、共同研究を行おうと

する者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有すると認

め、共同研究を実施しようとするときは、当該共同研究を行おうとする者と共同研

究に関する契約（以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。

２ 理事長は、前項の共同研究契約を締結しようとするときは、共同研究契約書にお

いて次の事項を定めるものとする。

（１）共同研究の課題

（２）共同研究の内容に関する事項

（３）共同研究を実施する場所及び方法に関する事項

（４）共同研究の実施の期間及び解除に関する事項

（５）共同研究に要する費用の分担に関する事項

（６）共同研究の結果の取扱いに関する事項

（７）共同研究の結果が知的所有権の対象となったときのその帰属に関する事項

（８）その他必要な事項

（共同研究課題検討会）

第３条 理事長は、研究所以外の者と共同研究を行わせるときは、次ぎに掲げる構成

員からなる共同研究課題検討会を開催し、その意見を聴くこととする。

会 長：理事長

委 員：理事

企画調整部長

企画室長

総務部長

総務部次長

基盤研究推進官

研究グループ長

ジーンバンク長

放射線育種場長
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（共同研究の費用の分担）

第４条 共同研究の費用は 共同研究の分担に応じ 研究所及び共同研究を行う者 以、 、 （

下「共同研究実施者」という ）がそれぞれ分担するものとする。ただし、共同研。

究を遂行するに当たり当事者の一方について著しく負担となる費用については、両

者で協議して定める。

（研究員の派遣）

第５条 研究所及び共同研究実施者が共同研究を実施するに際し、適当と認める場合

は相互に研究員を派遣することができる。

（共同研究に係る義務）

第６条 研究所及び共同研究実施者は、研究員を相互に派遣する場合は、派遣先の諸

規則を遵守するものとする。

２ 共同研究の実施を通じて知り得た秘密を、相手の許可なく第三者に漏らしてはな

らない。

３ 共同研究の実施に当たり相互に交換した情報、試料等及び共同研究の実施の過程

で得られた又は作成された全ての情報、試料等（特許権、特許を受ける権利、育成

者権、品種登録を受ける地位、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権及

び意匠登録を受ける権利を除く ）の取り扱いについては、相互の協議によるもの。

とする。

（共同研究の中止）

第７条 理事長は、共同研究実施者が天災地変その他やむを得ない事由があるため共

同研究の遂行が困難となったときは、協議のうえ、当該共同研究を中止することが

できる。

（特許の共同出願）

、 、 （ 「 」 。）第８条 理事長は 共同研究の結果 研究所の役員又は職員 以下 職員等 という

及び共同研究実施者に属する職員が共同して発明を行った場合、当該発明を行った

職員等（以下「発明者」という。) 及び共同研究実施者と共同して特許出願を行わ

なければならない。ただし、契約書において研究所が出願する旨の特段の定めをし

た場合又は共同研究実施者及び発明者がその特許を受ける権利の全てを研究所に承

継した場合は、この限りではない。

２ 理事長は、前項の共同出願を行おうとするときは、発明者及び共同研究実施者と

の間で、当該共同出願に係る特許を受ける権利又はこれに基づく特許権に係るそれ

ぞれの持分を定めた共同出願契約を締結しなければならない。

（特許出願)

第９条 理事長は、共同研究の結果、職員等が独自に発明を行った場合において特許

出願を行おうとするときは、あらかじめ共同研究実施者の同意を得なければならな

い。

２ 共同研究実施者は、共同研究の結果、当該共同研究実施者に属する職員が独自に

発明を行った場合において特許出願を行おうとするときは、あらかじめ理事長の同



- 3 -

意を得なければならない。

（優先実施権等)

第10条 理事長は、共同研究の結果得た技術上の成果 (以下「研究成果」という。)

に係る発明につき、共同研究実施者から研究所に承継された特許を受ける権利又

はこれに基づき取得した特許権（第８条第1項の規定により理事長が特許出願を行

ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「研究所に承継された特許権等」とい

う。) を、共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者に限り、共同研究実施

者又は共同研究実施者の指定する者との間で締結する当該研究所に承継された特許

権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から１０年間を限度として優先的に実施

させることができる。

ただし、その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合

又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって、当該優先的実施の期間

（以下「優先実施期間」という ）を延長することが特に必要であると認められる。

場合は、理事長は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化に要する

期間について、３年間を限度として優先実施期間を延長することができる。

２ 理事長は、研究成果に係る発明につき研究所及び共同研究実施者の共有に係る特

許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権（以下「共有に係る特許権等」と

いう。) を、共同研究実施者の指定する者に限り、共同研究実施者の指定する者と

の間で締結する当該共有に係る特許権等の実施の許諾に関する契約の締結の日から

１０年間を限度として優先的に実施させることができる。

ただし、その実施に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合

又はその実施による商品化に長期間を要する場合であって、当該優先実施期間を延

長することが特に必要であると認められる場合は、理事長は、当該許可に要した期

間に相当する期間又は当該商品化に要する期間について、３年間を限度として優先

実施期間を延長することができる。

３ 前２項の場合において、研究所に承継された特許権等又は共有に係る特許権等が

研究所と発明者との共有に係るものであるときは、理事長は、あらかじめ発明者の

同意を得るものとする。

４ 理事長は、研究所に承継された特許を受ける権利に基づく特許権又は研究所が承

継した特許権については、共同研究契約の定めるところにより、一定期間は、共同

研究実施者又はその指定する者に限り専用実施権を設定することができるものとす

る。

５ 理事長は、第１項、第２項及び前項の規定にかかわらず、農業に関する技術の向

上その他の公共の利益（以下「公共の利益」という。) の観点から必要があると認

められるときは、その理由を明示した上で優先実施期間の短縮、若しくは優先的実

施の許諾又は専用実施権の設定を取り消すことができる。

(第三者に対する実施の許諾)

第11条 理事長は、共同研究実施者又は共同研究実施者の指定する者が研究所に承

継された特許権等を前条に定める優先実施期間の第２年以降において正当な理由な

く実施しないときは、共同研究実施者及び共同研究実施者の指定する者以外の者（以

下「第三者」という。) に対し当該権利の実施を許諾することができる。
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２ 前項の規定は、共同研究実施者の指定する者が共有に係る特許権等を優先実施期

間の第２年以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。

３ 理事長は、前条第１項の規定により共同研究実施者又は共同研究実施者の指定す

る者に優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共

の利益を著しく損うと認められるときは、優先実施期間中においても第三者に対し

当該権利の実施を許諾することができる。

４ 理事長は、第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著し

、 。く損うと認められるときは 第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる

５ 前各項の場合において、研究所に承継された特許権等又は共有に係る特許権等が

研究所と発明者との共有に係るものであるときは、理事長は、あらかじめ発明者の

同意を得るものとする。

６ 理事長は、第２項及び第４項の規定により第三者に対し共有に係る特許権等の実

施を許諾しようとするときは、共同研究実施者に対し、あらかじめ通知するものと

するが、共同研究実施者の同意を要しない。

(規定の準用)

第12条 第７条から前条までの規定は、共同研究に係る実用新案登録を受ける権利

及び実用新案権並びに意匠登録を受ける権利、意匠権、品種登録を受ける地位及び

育成者権について準用する。

２ 第９条及び第10条の規定は、著作権（プログラム及びデータベースに限る ）に。

ついて準用する。

（実施細則）

第13条 この規程に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、理事長

が別に定める。

附則

この規程は、平成１３年４月１日から実施する。
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共同研究契約例

（注）網掛け に該当する部分を記入する。その他の文章やフォーマットは、変更し

ないこと。変更したい条文は、別紙に抜き出して、変更箇所と理由を記載する。

共同研究契約書

独立行政法人農業生物資源研究所（以下「甲」という ）と○○（以下「乙」とい。

う ）とは、次の各条に従い「○○」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関。

する契約を締結する。

第１条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。

１ 研究課題 ○○に関する研究

２ 研究目的

３ 研究内容

研究項目 実施年度 研 究 内 容

（１）○○に関する研究 ○年度～○年度

①△△の研究

②□□の研究

（２）●●に関する研究

①▲▲の研究

②■■の研究

（実施期間）

第２条 本共同研究の実施期間は、契約締結日から平成○○年○月○日までとする。

（研究担当者及び実施場所）

第３条 研究項目ごとの甲及び乙の研究の担当者及び実施場所は、別表第１に掲げる

とおりとする。

（管理）

、 、 。第４条 甲は 乙と緊密な連携を図りつつ 本共同研究全体の管理を行うものとする

（共同研究員）

第５条 甲及び乙は、それぞれ別表第２に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。

（費用）
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第６条 甲及び乙は、それぞれ担当した研究に要する費用を負担する。

（乙及び甲の義務）

第７条 乙又は甲は、甲又は乙の場所で本共同研究を実施する場合には、甲又は乙の

諸規則を遵守するものとする。

２ 甲及び乙は、本共同研究を通じて知り得た秘密を、相手の許可なく第三者に漏ら

してはならない。

３ 本共同研究の実施に当たり甲及び乙が相互に交換した情報、試料等及び本共同研

究の実施の過程で得られた又は作成された全ての情報、試料等（特許権、特許を受

ける権利、育成者権、品種登録を受ける地位、実用新案権、実用新案登録を受ける

権利、意匠権及び意匠登録を受ける権利を除く ）の取り扱いについては、甲及び。

乙の協議によるものとする。

（賠償責任）

第８条 乙又は甲が、本共同研究を行うに当たって故意又は重大な過失によって甲又

は乙の設備及び機械器具等（以下「設備等」という ）に損害を加えたときは、甲。

又は乙は、乙又は甲に対して損害の賠償を請求することができる。

（設備等の使用に関する事項）

第９条 甲は、甲の保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で、甲が必要と認め

た限度において乙に無償で使用させることができる。

２ 乙は、乙が保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で、乙が必要と認めた限

度において甲に無償で使用させることができる。

（乙の設備等の持ち込みに関する事項）

第１０条 甲は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲の研究所へ持ち込む

ことを認めることができる。

（設備等の寄付に関する事項）

第１１条 本共同研究終了後、乙が甲の研究所に持ち込んだ設備等のうち乙が不用と

するものであって、甲が必要とするものについては、甲に寄付することができる。

（共同研究員に関する事項）

第１２条 乙は、本共同研究を実施するに当たって甲の研究所に派遣する共同研究員

は次によるものとする。

(１)身分は、乙の被用者のままとする。

(２)自立して研究を遂行する能力を有している者とする。

（共同研究の変更又は中止及び損害賠償）

第１３条 甲又は乙は、天災、次年度以降の所要見積額を減額せざるを得ない場合及

びその他やむを得ない事由により本共同研究の継続が困難となったときは、本共同

研究を変更又は中止することができる。

２ 前項の規定により本共同研究の変更又は中止を行う場合には、甲又は乙は、本共

同研究を変更又は中止することについて、あらかじめ乙又は甲と協議するものとす

る。

３ 甲又は乙は、前２項の規定による本共同研究の変更又は中止により乙又は甲が受

けた一切の損害について、賠償する責を負わないものとする。

（特許出願）

第１４条 甲又は乙は、甲に属する研究員又は乙に属する研究員が、本共同研究の結

果独自に発明を行った場合において、当該発明に係る特許出願を行おうとするとき
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は、あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。

（特許の共同出願）

第１５条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が、本共同研究の結

果共同して発明を行った場合には、それぞれの持分等を定めた共同出願契約を締結

し、共同して当該発明に係る特許出願を行うものとする。ただし、乙が、その特許

を受ける権利を甲に承継した場合は、この限りでない。

（優先実施権）

第１６条 甲は、本共同研究の結果得た技術上の成果（以下「研究成果」という ）。

に係る発明であって甲に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特

許権（第１４条の規定により甲が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除

。 「 」 。） 、 、く 以下 甲に承継された特許権等 という を 乙又は乙の指定する者に限り

乙又は乙の指定する者との間で締結する当該甲に承継された特許権等の実施の許諾

に関する契約の締結の日から１０年間を限度として優先的に実施させることができ

る。ただし、甲は、特に必要であると認められる場合について、３年間を限度とし

て優先的実施の期間を延長することができる。

２ 甲は、研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又は

これに基づき取得した特許権（以下「共有に係る特許権等」という ）を、乙の指。

定する者に限り、乙の指定する者との間で締結する当該共有に係る特許権等の実施

の許諾に関する契約の締結の日から１０年間を限度とし優先的に実施させることが

できる。ただし、甲は、特に必要であると認められる場合について、３年間を限度

として優先的実施の期間を延長することができる。

３ 甲は、前２項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められ

るときは、その理由を明示した上で優先的実施の期間を短縮し、又は優先的実施の

許諾を取り消すことができる。

（第三者に対する実施の許諾）

第１７条 甲は、乙又は乙の指定する者が甲に承継された特許権等を前条に定める優

先的実施の期間（以下「優先実施期間」という ）の第２年以降において正当な理。

由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者以外の者（以下「第三者」とい

う ）に対し当該権利の実施を許諾することができる。。

２ 前項の規定は、乙の指定する者が共有に係る特許権等を優先実施期間の第２年以

降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。

３ 甲は、前条第１項の規定により乙又は乙の指定する者に優先実施権を付与した場

合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認めら

れるときは、優先実施期間中においても第三者に対し当該権利の実施を許諾するこ

とができる。

４ 甲は、第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著しく損

なうと認められるときは、第三者に対し当該権利の実施を許諾することができる。

５ 甲は、第２項及び第４項の規定により第三者に対し共有に係る特許権等の実施を

許諾しようとするときは、特許法第７３条第３項の規定にかかわらず、単独で当該

権利の実施を許諾することができる。

ただし、甲は第三者に対し実施を許諾したときは、その旨を乙に報告するものと

する。

（実施料）
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第１８条 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許権等を実施しようとすると

きは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければなら

ない。

２ 乙は、共有に係る特許権等を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約

で定める実施料を支払わなければならない。

、 、３ 共有に係る特許権等について 乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は

当該権利に係る持ち分に応じ当該権利を有する者に帰属するものとする。

（特許料等）

第１９条 甲及び乙は、共有に係る特許権等に関する出願から登録に至る費用（弁理

士費用を含む ）及び特許料（以下「共同出願費等」という ）を持分に応じて負。 。

担しなければならない。

（品種登録の出願）

第２０条 甲又は乙は、甲に属する研究員又は乙に属する研究員が本共同研究の結果

独自に品種の育成を行った場合において、当該品種に係る品種登録の出願を行おう

とするときは、あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。

（品種登録の共同出願）

第２１条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果

共同して品種を育成し、品種登録の出願を行おうとするときは、それぞれの持分等

を定めた共同出願契約を締結し、共同して当該出願を行うものとする。ただし、乙

、 。は 当該品種の育成をした者としての地位を甲に承継することができるものとする

（通常利用権の許諾の協議）

第２２条 乙は、前条の規定により品種登録の出願を行い、共同して品種登録を受け

ている品種（以下「共同登録品種」という ）について、種苗法第２６条に規定す。

る通常利用権（以下単に「通常利用権」という ）を許諾しようとするときは、あ。

らかじめ甲と協議するものとする。

（優先的な通常利用権の許諾）

第２３条 甲は、第２１条の規定により品種登録を受けている品種のうち、乙から当

該品種の種苗法第１９条に規定する育成者権（以下単に「育成者権」という ）を。

承継しているもの（以下「承継登録品種」という ）について、乙又は乙の指定す。

る者に限り、乙又は乙の指定する者との間で締結する当該承継登録品種の通常利用

権の許諾に関する契約の締結の日から１０年間を限度として優先的に通常利用権を

許諾することができる。ただし、甲は、必要と認める場合について、更に３年間を

限度として、優先的に当該通常利用権を許諾することができる。

２ 甲は、共同登録品種について、乙の指定する者に限り、乙の指定する者との間で

締結する当該共同登録品種の通常利用権の許諾に関する契約の締結の日から１０年

間を限度として優先的に通常利用権を許諾することができる。ただし、甲は、必要

と認める場合について、更に３年間を限度として、優先的に当該通常利用権を許諾

することができる。

３ 甲は、前２項の規定にかかわらず、公共の利益の観点から必要があると認められ

るときは、その理由を明示した上で優先的通常利用権の許諾の期間を短縮し、又は

優先的通常利用権の許諾を取り消すことができる。

（第三者に対する通常利用権の許諾）

第２４条 甲は、承継登録品種について、乙又は乙の指定する者が前条第１項に定め
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る優先的に通常利用権を許諾する期間の第２年以降において正当な理由なく当該通

常利用権を行使しないときは、第三者に対し当該通常利用権を許諾することができ

る。

２ 前項の規定は、共同登録品種について、乙の指定する者が前条第２項に定める優

先的に通常利用権を許諾する期間の第２年以降において正当な理由なく当該通常利

用権を行使しないときについて準用する。

３ 甲は、前条第１項の規定により乙又は乙の指定する者に優先的に通常利用権を許

諾した場合において、優先的に当該通常利用権を許諾したことが公共の利益を著し

く損なうと認められるときは、優先的に通常利用権を許諾する期間中においても第

三者に対し当該通常利用権を許諾することができる。

４ 甲は、共同登録品種について、第三者が通常利用権の許諾を受けないことが公共

の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該通常利用権を許諾す

ることができる。

５ 甲は、共同登録品種について、第２項及び第４項の規定により第三者に対し通常

利用権を許諾しようとするときは、単独で当該許諾をすることができる。

、 、 、 。ただし 甲は 第三者に対し許諾したときは その旨を乙に報告するものとする

（許諾の対価）

第２５条 乙又は乙の指定する者は、承継登録品種について、育成者権を行使しよう

とするときは、甲の許諾を得た後、別に許諾契約で定める対価を甲に支払わなけれ

ばならない。

２ 乙は、共同登録品種について、育成者権を行使するときは、甲に対し、別に協議

して定める割合に応じた額に相当する対価を支払わなければならない。

３ 共同登録品種について、乙の指定する者又は第三者から徴収する許諾の対価は、

別に協議して定める割合に応じ当該登録品種に係る品種登録者に帰属するものとす

る。

（登録料等）

第２６条 甲及び乙は、共同登録品種に関する出願料及び登録料を持分に応じて負担

しなければならない。

（研究成果の公表等）

、 （ 「 」第２７条 甲又は乙は 第２条に定める本共同研究の実施期間 以下 研究実施期間

という ）中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、。

あらかじめ乙又は甲と協議するものとする。

第２８条 甲は、研究実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、乙

、 、が業務上の支障があるため 甲に対し研究成果を公表しないよう申し入れたときは

甲は、乙の利害に関係ある事項についてその成果を公表しないことができる。

２ 甲は、第１７条の規定により第三者に対し実施の許諾をすることとしたとき又は

第２４条の規定により第三者に対し通常利用権の許諾を行うこととしたときは、前

項ただし書の規定にかかわらず、研究成果を公表するものとする。

３ 乙は、研究実施期間終了後研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ甲と

協議するものとする。

（準用）

第２９条 第１４条から第１９条まで及び第２８条の規定は、意匠権及び意匠登録を

受ける権利並びに実用新案件及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
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（協議）

第３０条 この契約に定めるもののほか、研究成果の取扱いその他必要な事項につい

ては、甲、乙協議の上定めるものとする。

この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管

する。

平成○○年○月○日

甲 住 所 茨城県つくば市観音台２－１－２

独立行政法人農業生物資源研究所理事長 ○ ○ 印

乙 住 所

会 社 名 代表者名 印
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別表第１

研究の担当 実施場所

研究項目

甲 乙 ( ) ( ) その他甲の場 所 内 乙の場 所 内

(1) ① △△の研究 ○ ○

(1) ② □□の研究 ◎ ○ ○ ○

( 、 ) ( )甲 乙 甲 乙、

(2) ① ▲▲の研究 ○ ◎ ○ ○

( 、 ) ( )甲 乙 甲 乙、

(2) ② ■■の研究 ○ ○

注：1)研究の担当で同一研究項目内に◎と○の両方が記入されている場合

は、◎は主担当者、○は副担当者を示す。

2)甲の所内

茨城県つくば市観音台２－１－２（甲の研究所内）

乙の場（所）内

○○県○○市○○町○○番地（乙の○○研究所内）

その他

○○県○○市（現地調査・試験）

3)実施場所の（ ）内は、研究の担当者を示す。

別表第２

氏 名 所 属、役 職 担当する研究項目

甲 Ａ ○○グループ○○チーム長 (1)①、②、(2)①

Ｂ 〃 主任研究官

(1)②、 (2)①

乙 α ○○部○○課長 (1)②、(2)①、②

β 〃 研究員 (1)②、(2)①
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別表第３

所 要 見 積 額 （千円）

甲の担当する研究項目

○年度 ○年度 ○年度

(1)① △△の研究

(1)② □□の研究

(2)① ▲▲の研究

計

所 要 見 積 額 （千円）

乙の担当する研究項目

○年度 ○年度 ○年度

(1)② □□の研究

(2)① ▲▲の研究

(2)② ■■の研究

計


